
   

豊 橋 市 障 害 者 等 日 常 生 活 用 具 費 支 給 実 施 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 要 綱 は 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す

る た め の 法 律 （ 平 成 1 7 年 法 律 第 12 3 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 7 7

条 に 基 づ く 日 常 生 活 用 具（ 以 下「 用 具 」と い う 。）の 購 入 に 係 る 費 用 の

支 給 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 支 給 の 対 象 者 ）  

第 2 条   用 具 の 購 入 に 係 る 費 用（ 以 下「 用 具 費 」と い う 。）の 支 給 を 受 け

る こ と の で き る 者 は 、 法 第 4 条 第 1 項 に 規 定 す る 障 害 者 及 び 同 条 第 2

項 に 規 定 す る 障 害 児（ 以 下「 障 害 者 等 」と い う 。）で あ っ て 、本 市 に 居

住 す る 在 宅 の 者 と す る 。  

2   前 項 に 規 定 す る 障 害 者 等 の う ち 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 2 5 年 法 律 第 1 2 3 号 ） 第 5 条 に 規 定 す る 精 神 障 害 者 に あ

っ て は 、 同 法 第 4 5 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 を

交 付 さ れ た 者 に 限 る 。  

3 第 1 項 に 規 定 す る 障 害 者 等 の う ち 法 第 4 条 第 1 項 の 政 令 で 定 め る 特

殊 の 疾 病 に あ っ て は 、 厚 生 労 働 大 臣 が 告 示 で 定 め る 特 殊 の 疾 病 が あ る

者 （ 以 下 「 難 病 患 者 等 」 と い う 。） に 限 る 。  

 （ 支 給 の 対 象 と な る 用 具 の 種 目 及 び 障 害 並 び に 用 具 費 の 基 準 額 ）  

第 3 条  支 給 の 対 象 と な る 用 具 の 種 目 及 び 障 害 並 び に 用 具 費 の 基 準 額 は 、

日 常 生 活 用 具 費 支 給 基 準 表（ 障 害 者（ 児 ）用 ）（ 別 表 第 1）及 び 日 常 生

活 用 具 費 支 給 基 準 表 （ 難 病 患 者 等 用 ）（ 別 表 第 3） に よ る も の と す る 。 

 （ 支 給 の 対 象 と な る 住 宅 改 修 の 範 囲 及 び 障 害 並 び に 住 宅 改 修 費 の 基 準

額 ）  

第 4 条  用 具 の う ち 支 給 の 対 象 と な る 居 宅 生 活 動 作 補 助 用 具 の 設 置 に 伴

う 小 規 模 な 住 宅 改 修（ 以 下「 住 宅 改 修 」と い う 。）の 範 囲 及 び 障 害 並 び

に 住 宅 改 修 の 費 用（ 以 下「 住 宅 改 修 費 」と い う 。）の 基 準 額 は 、住 宅 改

修 費 支 給 基 準 表（ 障 害 者（ 児 ）用 ）（ 別 表 第 2）及 び 住 宅 改 修 費 支 給 基

準 表 （ 難 病 患 者 等 用 ）（ 別 表 第 4） に よ る も の と す る 。  

 



   

 （ 日 常 生 活 用 具 費 の 他 の 給 付 と の 調 整 ）  

第 5 条  障 害 者 等 が 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 1 2 3 号 ） 第 4 1 条 第 1

項 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 又 は 同 法 第 5 3 条 第 1 項 に 規 定 す る

居 宅 要 支 援 被 保 険 者 で あ り 、 同 法 第 8 条 第 1 2 項 に 規 定 す る 福 祉 用 具

の 貸 与 又 は 同 法 第 4 4 条 第 1 項 に 規 定 す る 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 の

支 給 を 受 け る こ と が で き る と き は 、 同 一 種 目 の 用 具 を 支 給 の 対 象 と し

な い も の と す る 。  

2  障 害 者 等 が 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 又 は 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の 要 件 に 該

当 す る 場 合 で 、 同 法 第 2 7 条 第 1 項 に 規 定 す 暢 る 要 介 護 認 定 又 は 同 法

第 3 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 要 支 援 認 定 に 係 る 申 請 を し 、 か つ 、 当 該 申

請 が 却 下 さ れ た と き は 、 当 該 用 具 費 を 支 給 す る も の と す る 。  

3 難 病 患 者 等 の う ち 、身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 へ の 用 具 費 の 給 付 は 、日 常

生 活 用 具 費 支 給 基 準 表（ 障 害 者（ 児 ）用 ）（ 別 表 第 1）に よ る も の を 優

先 と す る 。 た だ し 、 身 体 状 況 等 に よ っ て 必 要 と 判 断 で き る 場 合 は 、 日

常 生 活 用 具 費 支 給 基 準 表（ 難 病 患 者 等 用 ）（ 別 表 第 3）に よ る 給 付 も 可

能 と す る 。  

 （ 住 宅 改 修 費 の 他 の 給 付 と の 調 整 ）  

第 6 条  障 害 者 等 が 前 条 第 1 項 に よ る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 又 は 居 宅 要 支

援 被 保 険 者 で あ る と き は 、 住 宅 改 修 費 を 支 給 し な い も の と す る 。 た だ

し 、 別 表 第 ２ 及 び 別 表 第 ４ に 掲 げ る 住 宅 改 修 の 範 囲 に お い て ２ ０ 万 円

を 超 え る 改 修 を す る 場 合 に つ い て は 、 ２ ０ 万 円 を 超 え た 額 に 限 り 対 象

と し 、 別 表 第 ２ 及 び 別 表 第 ４ の 規 定 に か か わ ら ず 基 準 額 を １ ０ 万 円 と

し て 支 給 す る も の と す る 。  

2  障 害 者 等 が 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 又 は 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の 要 件 に 該

当 す る 場 合 で 、 要 介 護 認 定 又 は 要 支 援 認 定 に 係 る 申 請 を し 、 か つ 、 当

該 申 請 が 却 下 さ れ た と き は 、 当 該 住 宅 改 修 費 を 支 給 す る も の と す る 。  

3 難 病 患 者 等 の う ち 、 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 へ の 住 宅 改 修 費 の 給 付 は 、

住 宅 改 修 費 支 給 基 準 表（ 障 害 者（ 児 ）用 ）（ 別 表 第 2）に よ る も の を 優

先 と す る 。 た だ し 、 身 体 状 況 等 に よ っ て 必 要 と 判 断 で き る 場 合 は 住 宅

改 修 費 基 準 表 （ 難 病 患 者 等 用 ）（ 別 表 第 4） に よ る 給 付 も 可 能 と す る 。 



   

 （ 支 給 の 申 請 ）  

第 7 条  用 具 又 は 住 宅 改 修（ 以 下「 用 具 等 」と い う 。）に 係 る 費 用（ 以 下

「 用 具 費 等 」と い う 。）の 支 給 を 受 け よ う と す る 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保

護 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）は 、日 常 生 活 用 具 費 支 給 申 請 書（ 様 式

第 １ ） を 、 申 請 者 の う ち 市 町 村 民 税 の 賦 課 期 日 に 本 市 以 外 の 市 町 村 に

住 所 を 有 し て い た 者 は 日 常 生 活 用 具 費 支 給 申 請 書（ 様 式 第 １ -１ ）を 豊

橋 市 福 祉 事 務 所 長（ 以 下「 所 長 」と い う 。）に 提 出 す る と と も に 、負 担

上 限 月 額  （ 第 1 2 条 第 3 項 に 規 定 す る 負 担 上 限 月 額 を い う 。） の 算 定

の た め に 必 要 な 事 項 に 関 す る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、

所 長 が 、 当 該 書 類 に よ り 証 明 す べ き 事 項 を 公 簿 等 に よ り 確 認 す る こ と

が で き る と き は 、 当 該 書 類 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を す る 場 合 に お い て 、当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を

添 付 し な け れ ば な ら な い も の と す る 。  

(1) 用 具 の 概 要 を 明 ら か に す る も の（ 排 泄 管 理 支 援 用 具 及 び 住 宅 改 修

費 を 除 く ） 及 び 第 11 条 に 規 定 す る 業 者 が 作 成 す る 見 積 書  

(2) 日 常 生 活 用 具 費 意 見 書 （ 障 害 者 （ 児 ） 用 ）（ 様 式 第 ２ ）（ た だ し 、

別 表 第 １ で 意 見 書 を 必 要 と す る 場 合 に 限 る 。）  

(3) 日 常 生 活 用 具 費 意 見 書（ 難 病 患 者 等 用 ）（ 様 式 第 ２ ‐ １ ）（ た だ し 、

現 に 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 介 護 給 付 費 に 関 す る サ ー ビ ス を 受 け て お り

症 状 等 の 確 認 が 可 能 で あ る と き を 除 く ）  

(4)  日 常 生 活 用 具 ・ 支 給 誓 約 書 （ 人 工 内 耳 用 音 声 信 号 処 理 装 置 ）（ 様

式 第 ２ -２ ）（ た だ し 、 障 害 者 等 が 人 工 内 耳 用 音 声 信 号 処 理 装 置 を 必

要 と す る と き ）  

(5) 日 常 生 活 用 具 費 意 見 書（ 自 家 発 電 機 等 用 ）（ 様 式 第 ２ － ３ ）（ た だ

し 、 障 害 者 等 が 自 家 発 電 機 等 を 必 要 と す る と き ）  

(6) 日 常 生 活 用 具・支 給 誓 約 書（ 自 家 発 電 機 等 ）（ 様 式 第 ２ － ４ ）（ た

だ し 、 障 害 者 等 が 自 家 発 電 機 等 を 必 要 と す る と き ）  

(7)  住 宅 改 修 費 の 給 付 申 請 に お い て は 改 修 内 容 を 明 ら か に す る 改 修

前 の 写 真 、 平 面 図  

(8) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 書 類  



   

（ 支 給 の 決 定 等 ）  

第 8 条   所 長 は 、 第 2 条 か ら 第 6 条 ま で の 規 定 に よ り 用 具 費 等 の 支 給 を

適 当 と 認 め た 場 合 は 、 日 常 生 活 用 具 費 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 3） に

よ り 申 請 者 に 通 知 す る と と も に 、 日 常 生 活 用 具 費 支 給 券 （ 様 式 第 4）

を 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

2   所 長 は 、 第 2 条 か ら 第 6 条 ま で の 規 定 に よ り 支 給 の 必 要 が な い と 認

め た 場 合 は 、 日 常 生 活 用 具 費 支 給 却 下 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 5） に よ り

申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

3  所 長 は 、申 請 の 手 続 き の 利 便 を 考 慮 し 、排 泄 管 理 支 援 用 具 に つ い て は 、

次 の 申 請 者 の 申 請 に よ り 支 給 券 を 一 括 交 付 で き る も の と す る 。  

   (1)  ス ト ー マ 装 具 、紙 お む つ 等 及 び 収 尿 器 は 、暦 月 を 単 位 と し て 2 月

ご と に 支 給 券 1 枚 を 交 付 す る こ と 。 ま た 、 申 請 １ 回 に つ き 3 枚 ま で

一 括 交 付 す る こ と 。  

(2)  洗 腸 装 具 は 、 申 請 １ 回 に つ き 6 月 分 を 一 括 交 付 す る こ と 。  

4  第 2 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 歩 行 補 助 つ え 、頭 部 保 護 帽 、点 字 器 、

人 工 喉 頭 及 び 排 泄 管 理 支 援 用 具（ 収 尿 器 を 除 く 。）は 、障 害 者 等 が 在 宅

で な い と き に お い て 、 所 長 が 適 当 と 認 め る と き は 、 支 給 の 対 象 と す る

こ と が で き る 。  

 （ 記 録 の 整 備 ）  

第 9 条   所 長 は 、 日 常 生 活 用 具 費 支 給 台 帳 （ 様 式 第 6） を 備 え 、 必 要 な

事 項 を 記 載 し て お く も の と す る 。  

 （ 支 給 の 限 度 ）  

第 1 0 条   同 一 種 目 の 用 具 費 の 再 支 給 は 、 別 表 第 1 及 び 別 表 第 3 に 定 め

る 耐 用 年 数 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し て い な い 場 合 は 、 支 給 し な い も の

と す る 。 た だ し 、 当 該 期 間 を 経 過 す る 前 に 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い

事 由 に よ る 修 理 不 能 に よ り 用 具 の 使 用 が 困 難 と な っ た 場 合 は 、 こ の 限

り で は な い 。  

2   別 表 第 1 及 び 別 表 第 3 に 定 め る 耐 用 年 数 を 経 過 し た 後 に お い て は 、

修 理 不 能 の 場 合 若 し く は 再 交 付 の 方 が 部 品 の 交 換 よ り も 合 理 的 ・ 効 果

的 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 又 は 操 作 機 能 の 改 善 等 を 伴 う 新 た な 機 器 の



   

方 が 障 害 者 等 の 用 具 の 使 用 効 果 が 向 上 す る 場 合 に 限 り 、 再 支 給 す る こ

と が で き る も の と す る 。  

3 用 具 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る 障 害 者 等 が 本 市 へ の 転 入 者 で あ り 、転

入 前 に お い て 他 市 町 村 か ら 当 該 用 具 費 の 支 給 を 受 け て い る 場 合 は 、 同

一 種 目 に つ い て 、 前 2 項 の 規 定 を 準 用 す る も の と す る 。  

4   住 宅 改 修 費 の 再 支 給 は 、同 一 家 屋 に つ い て は 、行 な わ な い も の と す る 。

た だ し 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ り 住 宅 改 修 の 必 要 が 生 じ た

場 合 に お い て 所 長 が 認 め た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 業 者 ）  

第 11 条   用 具 を 販 売 す る こ と の で き る 者 は 、豊 橋 市 入 札 参 加 業 者 又 は 豊

橋 市 長 に 豊 橋 市 日 常 生 活 用 具 費 代 理 受 領 申 出 書 （ 様 式 第 7） を 提 出 し

た 業 者（ 以 下「 業 者 」と い う 。）と す る 。た だ し 、視 覚 障 害 者 を 対 象 と

す る 用 具 で 取 り 扱 う 業 者 が い な い 種 目 及 び 住 宅 改 修 に つ い て は 、 こ の

限 り で な い 。  

2   信 義 誠 実 義 務 に 反 す る な ど 取 扱 業 者 と し て 適 当 で な い 業 者 は 除 外 す

る も の と す る 。  

 （ 支 給 決 定 障 害 者 等 の 負 担 額 ）  

第 1 2 条   第 8 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 支 給 の 決 定 を 受 け た 申 請 者 （ 以 下

「 支 給 決 定 障 害 者 等 」と い う 。）は 、そ の 負 担 能 力 に 応 じ て 、用 具 費 等

の 基 準 額 （ そ の 額 が 現 に 用 具 費 等 を 超 え る と き は 、 当 該 用 具 費 等 と す

る 。） の 一 割 （ 1 円 未 満 は 切 り 捨 て と す る 。） を 負 担 し な け れ ば な ら な

い 。  

2 用 具 費 等 が 用 具 費 等 の 基 準 額 を 超 え る と き は 、当 該 基 準 額 を 超 え る 額

は 支 給 決 定 障 害 者 等 が 負 担 す る も の と す る 。  

3   第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 支 給 決 定 障 害 者 等 が 負 担 し な け れ ば な ら

な い 額 の 月 額 の 上 限（ 以 下「 負 担 上 限 月 額 」と い う 。）は 、次 の 各 号 に

掲 げ る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

  ( 1 )   次 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者   37 , 200 円  

  ( 2 )   市 町 村 民 税 世 帯 非 課 税 者（ 支 給 決 定 障 害 者 等 及 び 当 該 支 給 決 定 障

害 者 等 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 （ 障 害 者 に あ っ て は 、 そ の 配 偶 者 に



   

限 る 。） が 用 具 費 等 の 支 給 の あ っ た 月 （ 以 下 「 支 給 月 」 と い う 。） の

属 す る 年 度（ 支 給 月 が 4 月 か ら 6 月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、前 年 度 ）

分 の 地 方 税 法 （ 昭 和 2 5 年 法 律 第 22 6 号 ） の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税

を 課 さ れ な い 者（ 市 町 村 の 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 当 該 市 町 村 民

税 を 免 除 さ れ た も の を 含 む も の と し 、当 該 市 町 村 民 税 の 賦 課 期 日 に

お い て 同 法 の 施 行 地 に 住 所 を 有 し な い 者 を 除 く 。） で あ る 場 合 に お

け る 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 を い う 。） 又 は 支 給 決 定 障 害 者 等 及 び 当

該 支 給 決 定 障 害 者 等 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 が 支 給 月 に お い て 被

保 護 者 若 し く は 要 保 護 者 で あ る 者 で あ っ て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る

も の に 該 当 す る 場 合 に お け る 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等  0 円   

（ 負 担 上 限 月 額 の 特 例 ）  

第 1 3 条   前 条 第 3 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 支 給 決 定 障 害 者 等 が 第 7 条

第 1 項 に 規 定 す る 負 担 上 限 月 額 の 算 定 の た め に 必 要 な 事 項 に 関 す る 書

類 を 提 出 し な い と き は 負 担 上 限 額 を 37 , 200 円 と す る 。  

（ 支 給 決 定 用 具 費 等 の 支 給 ）  

第 1 4 条    市 長 は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 が 業 者 か ら 用 具 の 販 売 又 は 住 宅 改

修 を 受 け た と き は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 に 対 し 、 用 具 費 等 と し て 当 該 支

給 決 定 障 害 者 等 に 支 給 す べ き 額 （ 以 下 「 支 給 決 定 用 具 費 等 」 と い う 。）

を 支 給 す る も の と す る 。 た だ し 、当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 の 委 任 に よ り

業 者 が 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 に 代 わ っ て 支 給 決 定 用 具 費 等 の 支 給 を 受

け る 場 合 は 、 次 条 に 規 定 す る 代 理 受 領 に よ る も の と す る 。  

 （ 代 理 受 領 ）  

第 1 5 条   支 給 決 定 用 具 費 等 は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 の 委 任 が あ る と き は 、

業 者 が 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 に 代 わ り 、 市 長 か ら 支 払 を 受 け る こ と が

で き る も の と す る 。  

2  前 項 の 規 定 に よ り 業 者 が 市 長 か ら 支 払 を 受 け る と き は 、日 常 生 活 用 具

費 支 給 券 に 必 要 事 項 を 記 載 し 、 こ れ を 請 求 書 及 び 前 項 に 規 定 す る 委 任

が あ っ た こ と を 証 す る 書 面 に 添 付 し て 市 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 市 長 が 、 委 任 が あ っ た こ と を 証 す る 事 項 を 別 の 書 類 等 で 確 認

す る こ と が で き る 場 合 は 、 当 該 書 面 を 省 略 す る こ と が で き る 。  



   

 （ 遵 守 事 項 ）  

第 1 6 条   支 給 決 定 障 害 者 等 は 、当 該 用 具 等 を 支 給 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、

譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 付 け 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

2   所 長 は 、前 項 の 規 定 に 違 反 し た と 認 め た と き は 、当 該 用 具 費 等 の 全 部

又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

 （ 委 任 ）  

第 1 7 条   点 字 図 書 の 支 給 に あ た っ て は 、豊 橋 市 点 字 図 書 費 支 給 事 業 実 施

要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

2 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 に つ い て は 別 に 定 め る 。  

  

     附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

1   こ の 要 綱 は 、 平 成 1 4 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

  （ 豊 橋 市 重 度 障 害 者 日 常 生 活 用 具 給 付 実 施 要 綱 及 び 豊 橋 市 重 度 障 害   

    児 日 常 生 活 用 具 給 付 実 施 要 綱 の 廃 止 ）  

2   豊 橋 市 重 度 障 害 者 日 常 生 活 用 具 給 付 実 施 要 綱 （ 平 成 8 年 4 月 1   

  日 施 行 ） 及 び 豊 橋 市 重 度 障 害 児 日 常 生 活 用 具 給 付 実 施 要 綱 （ 平 成        

  11 年 4 月 1 日 施 行 ） は 、 廃 止 す る 。  

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 5 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 6 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  



   

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 7 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 7 年 6 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 8 年 2 月 2 0 日 か ら 施 行 す る 。  

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 8 年 4 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

      附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

１   こ の 要 綱 は 、 平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

  （ 経 過 措 置 ）  

２  施 行 日 に お い て 現 に 用 具 を 支 給 さ れ て い る と き は 、支 給 さ れ た 日 を 別

表 １ に 定 め る 耐 用 年 数 の 始 期 と す る も の と す る 。  

３  改 正 前 の 身 体 障 害 者 福 祉 法 第 2 0 条 第 3 項 及 び 児 童 福 祉 法 第 2 1 条 の 6

第 3 項 の 規 定 に よ る 補 装 具 の 製 作 及 び 修 理 の 委 託 に 係 る 契 約 を 市 長 と

締 結 し て い る 補 装 具 製 作 業 者 は 、 第 11 条 第 1 項 に 規 定 す る 業 者 で な い

場 合 で あ っ て も 平 成 1 9 年 3 月 3 1 日 ま で の 間 は 、 用 具 を 販 売 で き る も

の と す る 。  

    附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 9 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

    附   則  

  （ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、平 成 1 9 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 第 11 条 の 規 定

は 、 平 成 1 9 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す る 。  



   

    附   則  

（ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 2 0 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

    附   則  

（ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 2 0 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

（ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 2 2 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 6 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 7 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 7 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 8 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  



   

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 9 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 3 0 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 5 月 7 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 豊 橋 市 障 害 者 等 日

常 生 活 用 具 費 支 給 実 施 要 綱 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 様 式 （ 次

項 に お い て「 旧 様 式 」と い う 。）は 、改 正 後 の 要 綱 の 規 定 に よ る 様 式 と

み な す 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 所 要 事

項 を 調 整 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 豊 橋 市 障 害 者 等 日

常 生 活 用 具 費 支 給 実 施 要 綱 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 様 式 （ 次

項 に お い て「 旧 様 式 」と い う 。）は 、改 正 後 の 要 綱 の 規 定 に よ る 様 式 と

み な す 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 所 要 事

項 を 調 整 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  



   

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


